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　イランカラㇷテ。アイヌ民族は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語であるアイヌ語を有し、ユ

カㇻをはじめとする多くの優れた口承文芸、衣服などの工芸品を彩る文様やイヨマンテなど多様で豊かな文化を発展さ

せてきました。しかし、近世、近代の歴史の中でアイヌの人々の社会や文化は深刻な打撃を受け、多くの人々が貧困を

余儀なくされ、差別の対象となる状態が続きました。

　こうした中で、平成年月、アイヌ文化を振興し、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現と我が

国の多様な文化の発展を図ることを目的とする「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び

啓発に関する法律」が制定され、当財団は、国（国土交通省及び文部科学省）及び北海道からの支援を得て、同年

月に発足いたしました。これ以降、アイヌ文化等に関する研究の推進やアイヌ語を含むアイヌ文化の振興、アイヌの伝

統・文化に関する知識の普及・啓発を着実に進めるため、様 な々事業を全国に向けて展開してまいりました。

　平成年には衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択され、平成

年にはアイヌが先住民族であるとの認識に基づく総合的なアイヌ施策の確立を謳う「アイヌ政策のあり方に関する

有識者懇談会」報告が取りまとめられました。

　平成年月には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が制定され、

同年月には、当財団が、この法律に規定された業務を行う全国唯一の法人としての指定を受けて、従来からのアイヌ

文化振興事業に加え、令和年月に開設された「民族共生象徴空間（ウポポイ）」の管理運営を担うことになりました。

　このように、アイヌ政策を巡る状況が展開していく中で、当財団におきましても国及び北海道をはじめとする関係諸

機関との連携を図りながら、アイヌ民族の誇りが尊重される社会の実現に向けて、より一層の努力を傾けてまいりたい

と存じますので、関係する多くの皆様のご理解とご支援を切にお願いする次第です。

　この小冊子は、当財団の組織及び実施している事業等について簡潔に紹介するものです。

　皆様方にアイヌ文化とその振興への知識を深めていただき、あわせて当財団についてもご理解を賜れば幸いに存じ

ます。イヤイライケレ。

アイヌ民族の誇りが

尊重される社会の実現を
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沿　　革

1965　昭和40年　5月
「白老コタン」の機能をポロト湖畔に移転し、「ポロトコタン」として
「白老観光コンサルタント㈱」が運営主体として営業開始

1967　昭和42年　6月
ポロトコタン内に「白老民俗資料館」（白老町立）が開館

1984　昭和59年　4月
民族資料常設展示施設「アイヌ民族博物館」（新館）を開館

1976　昭和51年　9月
白老観光コンサルタント㈱を発展的に解散させ「財団法人白老民族文化伝承保存財団」を設立

旧一般財団法人アイヌ民族博物館

旧公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

公益財団法人アイヌ民族文化財団
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1990　平成　2年　3月
法人名を「財団法人アイヌ民族博物館」に改称

2005　平成 17年　 4月
白老民俗資料館（旧館）及び町所有民族文化財が委譲される

2013　平成 25年　 4月
公益法人制度改正に伴い一般財団法人アイヌ民族博物館として移行登記を行い、4月1日から事業開始

2013　平成 25年　 4月
公益法人制度改正に伴い公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構として移行登記を行い、4月1日から事業開始

2020　令和2年　   7月
ウポポイが7月12日に開業

2017　平成 29年　 5月
政府のアイヌ政策推進会議において民族共生の象徴となる空間の運営主体の指定に関し、アイヌ
文化振興法に基づく事業実施経験を持つ主体が担うことが適当であり、一般財団法人アイヌ民族
博物館の人材及び知見を最大限活用し体制強化を図るという方針が示される

2018　平成 30年　4月
一般財団法人アイヌ民族博物館と公益財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構が合併し、名称を

「公益財団法人アイヌ民族文化財団」と改め、4月1日から事業開始

2019　平成 31年　4月
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」（アイヌ施策推
進法）が公布

2019　令和元年　  5月
アイヌ施策推進法が5月24日に施行
アイヌ施策推進法に基づき、5月24日、国土交通大臣及び文部科学大臣から民族共生象徴空間

（以下「ウポポイ」）の管理等を行う法人として指定される

1997　平成　9年　5月
「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」（法律第
52号）（アイヌ文化振興法）が、5月14日に公布

1997　平成　9年　6月
北海道が設立準備し、主務省庁である北海道開発庁（現国土交通省）及び文部省（現文部科学省）から、6
月27日民法第34条に基づく公益法人「財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構」として設立許可を受ける

1997　平成　9年　7月
アイヌ文化振興法が7月1日に施行。同日、北海道札幌市内に事務所を9月13日には東京都内に
アイヌ文化交流センターを開設し事業を開始

1997　平成　9年　11月
アイヌ文化振興法に基づき、同法に規定された業務を行う全国を通じて唯一の法人として11月26日
主務省庁から指定
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組　織　概　要
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アイヌ民族文化財団 組織図

工芸・体験学習課

伝承課

誘客・広報課

芸能課

文化振興課

企画調整課

管理課

総務課

参与

参与（兼）

参与（兼）

調整室 副館長

副本部長 国立アイヌ民族博物館館長

研究学芸部

民族共生象徴空間運営本部長

監事

評議員会

事務局長

副理事長

理事会

事業課

研究交流室

資料情報室

教育普及室

展示企画室

令和7年8月

アイヌ文化交流センター

事業二課

事業一課

財務会計課

総務課

企画課

人事課

事業部

運営企画室

事業活動範囲

全国

事業運営財源

国（国土交通省、文部科学省）及び北海道からの補助金、委託費により賄われています。

基本財産

208，075，517円

事務所

■事務局
　北海道札幌市中央区北条西丁目　プレスト・（階）

■民族共生象徴空間運営本部
　北海道白老郡白老町若草町2丁目3番

■アイヌ文化交流センター
　東京都台東区元浅草3丁目番号　住友不動産上野御徒町ビル（階）

総務部
本部長補佐

（企画調整）

本部長補佐
（管理運営・文化振興）

本部長補佐
（総合調整）
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Ⅰアイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進

１ アイヌ関連研究事業

Ⅱアイヌ語の振興
 
１ アイヌ語教育事業
　① 指導者育成
　② 上級講座
　③ 初級講座
　　(a) 親と子のアイヌ語学習
　　(b) 入門講座
２ アイヌ語普及事業
　① アイヌ語発信講座
　　(a) ラジオ講座
　　(b) 動画講座
　② 弁論大会

Ⅲアイヌ文化の振興

１ アイヌ文化伝承再生事業
　① マニュアル作成
　② 実践上級講座
　　(a) 口承文芸伝承者（語り部）育成
　　(b) 伝統文化（木彫・刺繍等）指導者育成
　③ 伝統工芸複製助成
　④ 風俗慣習に関する伝承事業
２ アイヌ文化交流事業
　① アイヌ文化交流事業
　　(a) 国内文化交流助成
　　(b) 国際文化交流助成
　② 青少年国際文化交流研修事業
３ アイヌ文化普及事業
　① 伝統工芸展示・公開助成
　② アドバイザー派遣
　③ 工芸品展
　④ 文化フェスティバル

･･････････････････････ 12

････････････････････････ 12

････････････････････････ 13

･････････････13 ～ 14

･･････････････････････14

･･････････････････････15

アイヌ民族文化財団の事業概要（目次）

４ アイヌ文化活動表彰事業
　① 工芸作品コンテスト
　② アイヌ文化賞

Ⅳアイヌの伝統等に関する普及啓発

１ 普及啓発促進事業
　① 広報情報発信
　　(a) リーフレット等発行
　　(b) ホームページ 
　②児童生徒向け副教材の作成・配布
　③ 親と子のための普及啓発
　④ セミナー
　⑤ 講演会
　⑥ イランカラプテキャンペーン
２ アイヌ文化交流センター事業

Ⅴアイヌ文化の伝承者育成

１ 伝承者育成事業

Ⅰ民族共生象徴空間管理事業

１　国立民族共生公園管理事業等
２　国立アイヌ民族博物館管理事業
３　誘客推進事業（令和 6 年度補正繰越分）
４　アイヌ文化の対外発信（令和 6 年度補正繰越分）

Ⅱ民族共生象徴空間収益事業

１　テナント管理事業
２　駐車場事業
３　その他事業等
 

･････････････････ 16

･･････････････････ 17 ～ 18

･･････････････18

･････････････････････････ 19

第１　アイヌ文化振興並びにアイヌ伝統等普及啓発等事業

第２　民族共生象徴空間管理事業等

第３　自主事業
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　アイヌ文化活動に携わる団体・個人が行う伝統工芸品の複製に要する経費を助成し、伝承意欲や技術の
向上とアイヌ伝統工芸伝承活動の促進を図ります。

③伝統工芸複製助成 [10,274(10,302)]

　アイヌ文化振興の一環として、文化の継承者として次世代を担う人たちが豊富な経験や知識を有するエカシ・フ
チから、アイヌの風俗や慣習について継承する取り組みに要する経費の一部を助成し、アイヌ文化伝承活動の促
進を図ります。

④風俗慣習に関する伝承事業 [1,242(1,490)]

②青少年国際文化交流研修事業 [8,090(7,998)]

　アイヌ文化の伝承・保存に関心を持つアイヌ青少年等について、海外の少数民族や先住民族と交流する場を
設け、海外における文化伝承・保存活動の先進事例を直接学ぶことにより、将来のアイヌ文化の担い手としての自
覚を喚起し、以て若年層のアイヌ文化伝承・保存活動への意欲向上を図るとともに、伝承基盤の強化を図ります。

　アイヌ口承文芸（ユカラ等）の語り部を育成するため、古老からの「語り」の直接指導による継承者への伝授を
進めます。

②実践上級講座　

(a) 口承文芸伝承者（語り部）育成

[37,384(37,206)]

[6,079(6,042)]

　アイヌの人たちが多く居住する北海道及び関東地区において、アイヌの音楽や古式舞踊等のアイヌ文化の担
い手となる指導者の育成を図るアイヌ文化実践上級講座を開設し、アイヌ文化の普及、振興を図ります。

(b) 伝統文化（木彫・刺繍等）指導者育成 [31,305(31,164)]

２　アイヌ文化交流事業 [64,424(64,384)]

①アイヌ文化交流事業 [56,334(56,386)]

　アイヌ語やアイヌ文化の体験、アイヌの人 と々の交流事業に対して経費の一部を助成し、アイヌ文化を直接体
験できる交流活動を促進し、アイヌの人々やアイヌ文化についての理解促進を図ります。

(a) 国内文化交流助成 [52,458(52,484)]

　アイヌ文化活動に携わる団体・個人が海外で行う文化交流活動に対して助成を行い、アイヌ文化に係る国際交
流を促進し、アイヌ文化の保存・振興及び理解の促進を図ります。

(b) 国際文化交流助成 　 [3,876(3,902)]

アイヌ文化活動に携わる個人または団体が、海外で文化交流活動を行う事業です。
アイヌ文化の活動に関するセミナーなどを国内で開催する際に、海外から講師などを
招へいする事業です。

◇ 海 外 派 遣 事 業 ～
◇海外招へい事業～
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３　アイヌ文化普及事業 [112,764(111,978)]

①伝統工芸展示・公開助成 [2,374(2,400)]

　アイヌ文化活動に携わる団体・個人が行う伝統工芸作品の展示・公開に係る経費の一部を助成し、伝承意欲
や技術の向上とアイヌ伝統工芸伝承活動の促進を図ります。

②アドバイザー派遣　 [29,746(29,204)]

　アイヌの生活文化等の様々な分野で専門的な知識や経験を有する者を「文化活動アドバイザー」として委嘱し、
団体等の要請に応じてアイヌ文化の振興に関する指導及び助言を行い、地域でのアイヌ文化の振興を図ります。

◇ アドバイザー登録者数　260名（令和7年4月現在）

③工芸品展 [53,324(53,136)]

　アイヌの伝統的な工芸技術を用いて製作されたアイヌ民族衣
装、生活用具、儀式用具、民芸品等を広く一般に公開するため、

「アイヌ工芸品展」を開催し、アイヌ文化に関する知識の普及啓発
及び伝承意欲の向上等の促進を図ります。

＜令和7年度開催日程＞
「アイヌの美‐彩りと輝き‐」
◇開催日程11月日(土)～12月14日(日)
　北海道立釧路芸術館（釧路市）
　開催日程月31日(土)～3月19日(木)
　京都府京都文化博物館（京都府京都市）

令和6年度　アットゥㇱと太布-糸がつなぐ文化
（徳島県立博物館）

④文化フェスティバル [27,320(27,238)]

　アイヌの人々やアイヌ文化に関する知識の普及啓発を図るため、アイヌ文化を総合的に紹介するアイヌ文化
フェスティバルを開催します。

アイヌ文化フェスティバル2024

＜令和7年度開催日程＞

◇
◇
◇

8月30日(土) 千葉市民会館（千葉県千葉市）
10月4日(土) 神戸文化ホール（兵庫県神戸市）
11月24日(月・祝振替) 苫小牧市民会館（苫小牧市）
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　　第三章　民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置
第九条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者
（次項において「指定法人」という。）に委託するものとする。

　前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生
象徴空間構成施設につき入場料その他の料金（第二十二条第二項において「入場料等」という。）を徴収することができる。

　前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。

　　第四章　アイヌ施策推進地域計画の認定等
（アイヌ施策推進地域計画の認定）

第十条　市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき（当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づ
くとともに、当該都道府県方針を勘案して）、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画（以下「アイヌ
施策推進地域計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

　アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一　アイヌ施策推進地域計画の目標
二　アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項
　イ　アイヌ文化の保存又は継承に資する事業
　ロ　アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業
　ハ　観光の振興その他の産業の振興に資する事業
　ニ　地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業
　ホ　その他内閣府令で定める事業
三　計画期間
四　その他内閣府令で定める事項

　市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなけれ
ばならない。

4　第二項第二号（ニを除く。）に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための
林産物を国有林野（国有林野の管理経営に関する法律（昭和二十六年法律第二百四十六号）第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一
項において同じ。）において採取する事業に関する事項を記載することができる。

　前項に定めるもののほか、第二項第二号（ニを除く。）に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法（以下この項にお
いて「儀式等」という。）の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面（漁業法（昭和二十四年法律第二百
六十七号）第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。）において採捕する事業（以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。）
に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。

　前二項に定めるもののほか、第二項第二号（ハに係る部分に限る。）に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を
含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業（以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」と
いう。）に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載す
るものとする。

　第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。こ
の場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

　前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知し
なければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

　内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があた場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認
定をするものとする。
一　基本方針に適合するものであること。
二　当該アイヌ施策推進地域計画の実施が当該地域におけるアイヌ施策の推進に相当程度寄与するものであると認められること。
三　円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

　内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
　内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事

に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を
述べることができる。

　内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項（第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。）が記載されてい
る場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長（以下単に

「国の関係行政機関の長」という。）の同意を得なければならない。
　内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当

該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村（市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。）を包括
する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

　内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
（認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更）

第十一条　市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、内閣総理大
臣の認定を受けなければならない。

　前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
（報告の徴収）
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第十二条　内閣総理大臣は、第十条第九項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。）を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）に対し、第十条第九項
の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画（前条第一項の変更の認定があたときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。）の
実施の状況について報告を求めることができる。

　国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項
の実施の状況について報告を求めることができる。

（措置の要求）
第十三条　内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地

域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
　国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施

のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
（認定の取消し）

第十四条　内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなたと認めるときは、その認定を取り消すことがで
きる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機
関の長にその旨を通知しなければならない。

　前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
　前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定

による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
　第十条第十四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

　　第五章　認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
（交付金の交付等）

第十五条　国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業（第十条第二項第二号に規定するものに限る。）の実施に要する経費に充
てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

　前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、
行わないものとする。

　前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
（国有林野における共用林野の設定）

第十六条　農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村（第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に
限る。以下この項において同じ。）の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の
住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにお
いて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。

　前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章（同条第一項及び第二項を除く。）
の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関す
る法律（平成三十一年法律第十六号）第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村（同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下
同じ。）」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四
項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法
律第十六条第一項」とする。

（漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮）
第十七条　農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第百十九条第

一項若しくは第二項又は水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）第四条第一項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の
規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするもの
とする。

（商標法の特例）
第十八条　認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間（次項及び第三項におい

て単に「実施期間」という。）内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
　特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録（商標法（昭和

三十四年法律第百二十七号）第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。）について、同法第四
十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実
施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料（実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商
標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。）を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十
八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除
があつたとき」とする。

　特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該
地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標
法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料（実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。）を軽減し、又は免除するこ
とができる。

　商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除
（以下この項において「減免」という。）を受ける者を含む者の共有に係る場合であて持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第
四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額（減免を受ける者にあては、その減免後の金
額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
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　商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除（以下この項において「減免」という。）を受ける者を含む
者の共有に係る場合であて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定によ
り納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額（減免を受ける者にあ
ては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

　前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
（地方債についての配慮）

第十九条　認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の
財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

　　第六章　指定法人
（指定等）

第二十条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であて、次条に規定する業務を適正か
つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

　国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一　この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなた日から二年を経過しない者であること。
二　第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三　その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
　イ　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなた日から二年
　　を経過しない者
　ロ　第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

　国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者（以下「指定法人」という。）の名称、住所及び事務所の
所在地を公示しなければならない。

4　指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出な
ければならない。

5　国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
（業務）

第二十一条　指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一　第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
二　アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
三　アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
四　アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
五　アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の
　援助を行うこと。
六　前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。

（民族共生象徴空間構成施設管理業務規程）
第二十二条　指定法人は、前条第一号に掲げる業務（以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。）に関する規程（以下「民族共生象徴空間構成

施設管理業務規程」という。）を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
　民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その

他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
　国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正

かつ確実な実施上不適当となたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
（事業計画等）

第二十三条　指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に（第二十条第一項の規定による指定を受けた日
の属する事業年度にあては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。

　指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなけれ
ばならない。

（区分経理）
第二十四条　指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構

成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
（国派遣職員に係る特例）

第二十五条　国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
　国派遣職員（国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員（常時勤

務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。）となるため退職し、引き続いて当該
指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。）は、国家公
務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定
する公庫等職員とみなす。

　指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条
第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。

（職員の派遣等についての配慮）
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第二十六条　前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職
員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

（役員の選任及び解任）
第二十七条　指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効

力を生じない。
　国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは

これらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為を
したとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずるこ
とができる。

（報告の徴収及び立入検査）
第二十八条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、

指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があたときは、これを提示しなければならない。
　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（監督命令）

第二十九条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し
監督上必要な命令をすることができる。

（指定の取消し等）
第三十条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことがで

きる。
一　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二　第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となたとき。
三　第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を
　行たとき。
四　第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五　不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかたとき。

　国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
（指定を取り消した場合における経過措置）

第三十一条　前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し
後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法
人に帰属する。

　前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務
に係る財産の管理その他所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

　　第七章　アイヌ政策推進本部
（設置）

第三十二条　アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部（以下「本部」という。）を置く。
（所掌事務）

第三十三条　本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　基本方針の案の作成に関すること。
二　基本方針の実施を推進すること。
三　前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

（組織）
第三十四条　本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本部員をもて組織する。
（アイヌ政策推進本部長）

第三十五条　本部の長は、アイヌ政策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣官房長官をもて充てる。
　本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
（アイヌ政策推進副本部長）

第三十六条　本部に、アイヌ政策推進副本部長（次項及び次条第二項において「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもて充てる。
　副本部長は、本部長の職務を助ける。
（アイヌ政策推進本部員）

第三十七条　本部に、アイヌ政策推進本部員（次項において「本部員」という。）を置く。
　本部員は、次に掲げる者（第一号から第八号までに掲げる者にあては、副本部長に充てられたものを除く。）をもて充てる。

一　法務大臣
二　外務大臣
三　文部科学大臣
四　厚生労働大臣
五　農林水産大臣
六　経済産業大臣
七　国土交通大臣
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八　環境大臣
九　前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣
　総理大臣が指定する者

（資料の提出その他の協力）
第三十八条　本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）
第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為を
もて設立された法人であて、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対し
て、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

　本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
（事務）

第三十九条　本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
（主任の大臣）

第四十条　本部に係る事項については、内閣法（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
（政令への委任）

第四十一条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

　　第八章　雑則
（権限の委任）

第四十二条　この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
　第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
　前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。
（命令への委任）

第四十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
（罰則）

第四十四条　第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項
の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第四十五条　第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

　附　則　抄
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日（令和元年五月二十四日）から施行する。ただし、附則第四条及び
第八条の規定は、公布の日（平成三十一年四月二十六日）から施行する。

（アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止）
第二条　アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律（平成九年法律第五十二号）は、廃止する。
（アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置）

第三条　前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（準備行為）

第四条　第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
（政令への委任）

第八条　附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
（検討）

第九条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。

　附　則　（平成三〇年一二月一四日法律第九五号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日（令和二年十二月一日）から施行する。

　附　則　（令和三年五月一九日法律第三六号）　抄
（施行期日）

第一条　この法律は、令和三年九月一日から施行する。
（罰則の適用に関する経過措置）

第五十九条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄

（施行期日）
1　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第五百九条の規定　公布の日
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令和元年政令第八号

　　内閣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（平成三十一年法律第十六号）第九条第三項並びに第十
八条第二項及び第三項並びに附則第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

（管理委託の手続）
第一条　国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（以下「法」という。）第九

条第一項の規定によりその所管に属する民族共生象徴空間構成施設の管理を指定法人（同項に規定する指定法人をいう。次条において同じ。）に委
託するときは、契約書において次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一　管理を委託する民族共生象徴空間構成施設の名称及び所在地
二　管理の委託を開始する年月日
三　管理の方法
四　管理の委託の条件
五　その他必要な事項

（管理責任の移転の時期）
第二条　法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人（以下単に「指定法人」という。）は、前条の規定により定められた同条第二号の管

理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設（以下「受託施設」という。）の管理の責任を負う。
（指定法人の義務）

第三条　指定法人は、受託施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもて管理しなければならない。
　指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じ

なければならない。
（他の用途への使用等）

第四条　指定法人は、受託施設について、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使
用させ、若しくは収益させる行為（第七条第一項第二号において「他の用途への使用等」という。）をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管す
る国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣又は文部科学大臣が契約書において定める軽微な場合につ
いては、この限りでない。

　指定法人は、前項本文の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣
に提出しなければならない。
一　使用又は収益の対象となる受託施設の範囲
二　他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所又は居所
三　使用又は収益の用途又は目的及び方法
四　使用又は収益の期間
五　他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

（滅失又は損傷の場合の報告）
第五条　指定法人は、天災その他の事故により受託施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で当該受託施設を所管する国

土交通大臣又は文部科学大臣に報告しなければならない。
一　当該受託施設の名称及び所在地
二　被害の程度
三　滅失又は損傷の原因
四　応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

（改築等の制限）
第六条　指定法人は、受託施設について改築、増築その他の工事（当該受託施設の構造に変更を及ぼすものに限る。次条第一項第二号において「改築

等」という。）をしようとするときは、あらかじめ、当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災そ
の他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

（管理台帳）
第七条　指定法人は、受託施設について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

一　第一条第一号及び第二号に掲げる事項
二　他の用途への使用等又は改築等の有無及びその概要

　指定法人は、前項各号に掲げる事項に変更があたときは、その都度、変更に係る事項を管理台帳に記載しなければならない。
（管理状況の報告）

第八条　指定法人は、受託施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに当該受託施設を所管する国土交通大臣又は文部科学
大臣に報告しなければならない。

（商標登録出願等に係る登録料の軽減）
第九条　法第十八条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登

録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官
に提出しなければならない。
一　申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二　申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三　登録料の軽減を受けようとする旨

　特許庁長官は、前項の申請書の提出があたときは、商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の
二第一項若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（商標登録出願の手数料の軽減）
第十条　法第十八条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団

体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付
して、特許庁長官に提出しなければならない。
一　申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二　申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三　商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

　特許庁長官は、前項の申請書の提出があたときは、特許法等関係手数料令（昭和三十五年政令第二十号）第四条第二項の表第一号の規定により
計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

（権限の委任）
第十一条　この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令
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附　則　抄
（施行期日）

第一条　この政令は、法の施行の日（令和元年五月二十四日）から施行する。
（アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置）

第二条　北海道知事は、法の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓
発に関する法律（平成九年法律第五十二号）附則第三条第一項の規定により管理している同項に規定する共有財産を、厚生労働省令で定めるところ
により、同条第三項の規定による請求をした共有者に返還するものとし、このため、その返還をするまでの間、これを管理するものとする。

（アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令の廃止）
第三条　アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令（平成九年政令

第二百十九号）は、廃止する。

　　　第１章　総則
（名称）
第１条　この法人は、公益財団法人アイヌ民族文化財団と称する。

（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
　この法人は、従たる事務所を北海道白老郡白老町に置く。

　　　第２章　目的及び事業
（目的）
第３条　この法人は、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統及びアイヌ文化（以下「アイヌの伝統等」という。）に関する知識の普及及び啓発（以下「アイヌ文化の

振興等」という。）を図るための施策の推進並びに民族共生象徴空間を運営し、もて、多様な価値観が共生し、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される
共生社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の一層の発展に寄与することを目的とする。

（事業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

　（1） アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興
　（2） アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発
　（3） アイヌ文化の振興等に資する調査研究
　（4） アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対する、助言、助成その他の援助
　（5） 国立アイヌ民族博物館の管理運営
　（6） 国立民族共生公園の管理運営
　（7） 民族共生象徴空間におけるアイヌ文化の伝承、人材育成活動、体験交流活動等の実施
　（8） 慰霊施設の管理
　（9） その他この法人の目的を達成するために必要な事業

　前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
　この法人は、事業を行うに際し、保有する株式又は出資に係る議決権を行使しないものとする。

　　　第３章　資産及び会計
（財産の種類）
第５条　この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の種類とする。
　この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第及び別表第の財産は､この法人の基本財産とする。
　基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもて管理しなければならず、基本財産

の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
　その他の財産は、基本財産以外の財産とする。　
　別表第の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

（事業年度）
第６条　この法人の事業年度は、毎年月日に始まり、翌年月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第７条　この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が

作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2　前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第８条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け

なければならない。
　（1） 事業報告
　（2） 事業報告の附属説明書
　（3） 貸借対照表
　（4） 損益計算書（正味財産増減計算書）

　　（5） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
　（6） 財産目録

2　前項の承認を受けた書類のうち、第号、第号、第号及び第号の書類については、定時評議員会に提出し、第号の書類についてはその内容を報告
し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

　第項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に年間、また、従たる事務所に年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従た
る事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
　（1） 監査報告
　（2） 理事及び監事並びに評議員の名簿
　（3） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
　（4） 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第９条　理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、　毎事業年度、当該事業年度の末日における公

益目的取得財産残額を算定し、前条第項第号の書類に記載するものとする。

公益財団法人アイヌ民族文化財団定款
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　　第４章　評議員
（評議員の定数）
第10条　この法人に評議員16名以上20名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）
第11条　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2　評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

　（1） 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の分のを超えないものであること。
　　　ア　当該評議員及びその配偶者又は親等内の親族

　　イ　当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
　　ウ　当該評議員の使用人
　　エ　イ又はウに掲げる以外の者であて、当該評議員から受ける金銭その他の財産によて生計を維持しているもの

　　　オ　ウ又はエに掲げる者の配偶者
　　カ　イからエまでに掲げる者の親等内の親族であて、これらの者と生計を一にするもの
　（2） 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の分のを超えないものであること。
　　ア　理事
　　イ　使用人
　　ウ　当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあては、その代表者又は管理人）又は業
　　　務を執行する社員である者
　　エ　次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
　　　（ｱ）　国の機関
　　　（ｲ）　地方公共団体
　　　（ｳ）　独立行政法人通則法第条第項に規定する独立行政法人
　　　（ｴ）　国立大学法人法第条第項に規定する国立大学法人又は同条第項に規定する大学共同利用機関法人
　　　（ｵ）　地方独立行政法人法第条第項に規定する地方独立行政法人
　　　（ｶ）　特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもて設立された法人であて、総務省設置法第条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）
　　　　又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）
　（3） 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

（評議員の任期）
第12条　評議員の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
　評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として

の権利義務を有する。
（評議員の報酬等）
第13条　評議員に対して、毎年度の総額が120万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従て算定した額を報酬として支給

することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支給するものとする。
　前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬等及び費用弁償に関する規程による。

　　　第５章　評議員会
（構成）
第14条　評議員会は、すべての評議員をもて構成する。

（権限）
第15条　評議員会は、次の事項について決議する。

　（1） 理事及び監事の選任又は解任
　（2） 理事及び監事の報酬等の額
　（3） 評議員に対する報酬等の支給の基準
　（4） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
　（5） 定款の変更
　（6） 残余財産の処分
　（7） 基本財産の処分又は除外の承認
　（8） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）
第16条　評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後か月以内に回開催するほか、必要がある場合に開催する。

（招集）
第17条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2　評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

（決議）
第18条　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもて行う。
2　前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の分の以上に当たる多数をもて行わなけ

ればならない。
　（1） 監事の解任
　（2） 評議員に対する報酬等の支給の基準
　（3） 定款の変更
　（4） 基本財産の処分又は除外の承認
　（5） その他法令で定められた事項

　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条
に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）
第19条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2　議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人名は、前項の議事録に記名押印する。

（評議員会の定めへの委任）
第20条　法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会に関し必要な事項は、評議員会が定める。
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　　　第６章　役員
（役員の設置）
第21条　この法人に、次の役員を置く。

　（1） 理事　16名以上20名以内
　（2） 監事　名以内

2　理事のうち名を理事長、名以内を副理事長、名を専務理事とする。
　前項の理事長及び副理事長のうち名をもて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び重要な使用人を兼ねる理

事をもて同法第条第項第号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第22条　理事及び監事は、評議員会の決議によて選任する。
2　理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によて理事の中から選定する。
　代表理事たる副理事長は、理事会の決議によて理事の中から選定する。
4　理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事を選任する場合についても、同様とする。

（1） 各理事について、当該理事及びその配偶者又は親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が理事の総数（現在数）の分の
を超えないものであること。

（2）他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数
（現在数）の分のを超えないものであること。

5　この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特別の関係がある者を含む。）及び評議員（親族その他特別の関係がある者を含む。）並びにこの法人の
使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があてはならない。

（理事の職務及び権限）
第23条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2　理事長及び代表理事たる副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3　副理事長は、理事長を補佐する。
4　専務理事及び重要な使用人を兼ねる理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5　代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度にか月を超える間隔で回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（常任理事会）
第23条の2　この法人の業務をより確実かつ効率的に執行するため、常任理事会を置く。
2　常任理事会は、理事長、副理事長及び専務理事等で構成する。
　常任理事会は理事長が招集する。
4　常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

（監事の職務及び権限）
第24条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）
第25条　理事の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2　監事の任期は、選任後年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4　理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事

又は監事としての権利義務を有する。
（役員の解任）
第26条　理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によて解任することができる。

　（1） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠たとき。
　（2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）
第27条　理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従て算定した額を報酬として支給することができる。
2　理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給するものとする。
　前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬等及び費用弁償に関する規程による。

　　　第７章　理事会
（構成）
第28条　理事会は、すべての理事をもて構成する。

（権限）
第29条　理事会は、次の職務を行う。

　（1） この法人の職務執行の決定
　（2） 理事の職務の執行の監督
　（3） 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
　（4） 重要な使用人を兼ねる理事の選定及び解職

（招集）
第30条　理事会は、理事長が招集する。
2　理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。

（決議）
第31条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもて行う。
2　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の議決

があたものとみなす。
（議事録）
第32条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2　出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

（理事会の定めへの委任）
第33条　法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、理事会が定める。

　　　
　　　第８章　委員会

（委員会）
第34条　この法人の業務をより効果的に行う観点から各種企画業務等への助言等を得るために必要がある場合、理事会は、その決議により委員会を設置

することができる。
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2　委員会の委員には、委員会における助言等の役務の提供に係る謝礼として謝金を支給することができる。
　委員会の委員には、その助言等の役務の提供を行うために要する費用を支給するものとする。
4　委員は、学識経験を有する者等から、理事長が選任する。
5　前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事長が定める。

　　　第９章　賛助会員
（賛助会員）
第35条　この法人に、賛助会員を置く。
2　賛助会員は、この法人の目的に賛同する個人又は団体等とする。
　賛助会員は、理事会が定める年会費を納入するものとする。

　　　第10章　事務局
（事務局）
第36条　この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2　事務局に、事務局長その他の所要の職員を置く。
　事務局長等の重要な使用人は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4　前項に定める職員以外の職員は、理事長が任免する。
5　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

　　　第11章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第37条　この定款は、評議員会の決議によて変更することができる。
2　前項の規定は、この定款の第条、第条及び第11条についても適用する。

（解散）
第38条　この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によて解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第39条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除

く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日からか月以内に、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第40条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第条第17号に掲げる法人であて租税特別措置法第40条第項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

　　　第12章　公告の方法
（公告の方法）
第41条　この法人の公告は、電子公告により行う。
2　事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

　　　第13章　補則
（委任）

第42条　この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附　則
1　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律第106条第項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律第106条第項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行たときは、第条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日
を事業年度の末日とし、設立の登記の日（平成25年月日）を事業年度の開始日とする。

　この法人の最初の理事長は中村睦男、副理事長は加藤忠、専務理事は西田俊夫とする。

附　則
この定款の一部変更は、平成年月日より施行する。（平成年月日）

附　則
1　この定款の一部変更は、決議の日から施行する。（平成年月日）
2　増員により選任された理事の任期は、第条の第項の規定にかかわらず、他の理事の任期の満了する時までとする。

附　則
この定款の一部変更は、決議の日から施行する。（令和年月22日）

附　則
この定款の一部変更は、令和年月日より施行する。（令和年月11日）

附　則
この定款の一部変更は、決議の日から施行する。（令和年11月28日）

附　則
この定款の一部変更は、決議の日から施行する。（令和年月22日）

附　則
この定款の一部変更は、決議の日から施行する。（令和7年月23日）

別表第１
基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）（第５条関係）

別表第2
基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産）（第５条関係）

財産種別
投資有価証券及び定期預金

物量等
，千円

財産種別
文化財

物量等
80，576千円
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Ainu Culture Center, Tokyo　

〒111-0041
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住友不動産上野御徒町ビル3階
3F, Sumitomo Fudosan Ueno-okachimachi Bldg. 7-1,
Motoasakusa 3-chome, Taito-ku,
Tokyo 111-0041 Japan
TEL.（03）5830-7547   FAX.（03）5830-7548
e-mail:acc-tokyo@ff-ainu.or.jp

■ 開館時間　1000～1800
■ 令和7年度 休館日

（1）日曜日　（2）月曜日（祝日･休日にあたる日を除く）
（3）祝日の翌日（土曜にあたる日を除く）　
（4）年末年始（12月29日～1月3日）

アイヌ文化交流センター

NATIONAL AINU MUSEUM and PARK
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